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司会 皆様、お待たせいたしました。こ

れよりパネルディスカッションを行いま

す。 

 「飲んだら、乗るまぁ、乗らすまぁ～

飲酒運転の根絶は あなたから～」をテー

マにディスカッションしていただきます。 

 それでは、５名のパネリストの皆様方

を会場の皆様から向かって左側よりお一

人ずつご紹介いたします。 

 

 まず、先ほど基調講演を行っていただ

きました久里浜アルコール症センター副 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

院長、樋口進様です。 

 ひろしま家族機能相談所代表、東山良

子様です。 

 広島電鉄株式会社バスカンパニーバイ

スプレジデント、田中祐太郎様です。 

警察庁科学警察研究所交通科学部主任

研究官の岡村和子様です。 

そして、女優の東ちづる様です。 

皆様よろしくお願いいたします。 

 続いて、コーディネーターを務めてい

ただきますのは、川崎医療福祉大学学長

補佐の金光義弘様です。 

 よろしくお願いいたします。 

 本来ですと、お一人ずつプロフィール

をご紹介させていただくところではござ

いますが、お時間の都合によりまして、

お手元のパンフレットでかえさせていた

だきます。ご了承下さい。 

 それでは、これよりはコーディネータ

コーディネーター 金光 義弘  川崎医療福祉大学学長補佐 

                文学博士、臨床心理学科学科長 

パネリスト    東 ちづる （女優） 

         岡村 和子  警察庁科学警察研究所交通科学部 

                交通科学第二研究室 主任研究官 

         田中祐太郎  広島電鉄株式会社取締役 

                バスカンパニーバイスプレジデント 

東山 良子 （ひろしま家族機能相談所代表） 

樋口 進   独立行政法人国立病院機構 

       久里浜アルコール症センター副院長 
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ーの金光様、よろしくお願いいたします。 

金光 改めまして、こんにちは。初めま

して。この度、このシンポジウムのコー

ディネーター役及び今日の進行役を仰せ

つかりました金光と申します。岡山の大

学では交通心理学や健康心理学の講義を

したり、あるいは研究をしたりしており

ます。 

 

今日も冒頭より、警察の方、交通部長

さん、それから、先ほどアルコール症専

門の樋口さんの方から、重要なお話が大

分出てまいりました。今日のこのシンポ

ジウムのテーマは、飲酒運転を根絶する

ためのシンポジウムということで、どう

やら広島弁では「まぁ、まぁ」というこ

とで、「飲んだら、乗るまぁ、乗らすま

ぁ」というふうに言うのだそうです。そ

れをテーマに今日はやっていくのですが、

この飲酒運転を追放するというテーマに

は、いろいろな切り口があり、さまざま

な試みが今まで何度も行われてきたと思

われます。皆様方も、どこかでこの飲酒

運転撲滅であるとか根絶についてお考え

になる機会が多かったと思います。しか

し、今日のいろいろな情報でもうおわか

りのように、わかっているのだけれども、

飲酒運転がゼロにはならない。広島にお

いても、やはり飲酒運転の数、事故件数

あるいは検挙の数というのは、横ばいで

あったり、若干増える傾向にある。これ

は何でだ、どうしてなのだということを

もう真剣に考えざるを得ない時が来てい

るのだと思われます。 

 それについては、先ほどの樋口さんの

基調講演の中にありましたが、どうして

もアルコールを飲まざるを得ない方がお

られ、かつ、そういう方がハンドルを握

ってしまわれる、この事実はやはりある

わけですね。こうした事実をひとつ今回

のシンポジウムの基本的な問題として、

焦点をそこに当てながらこれをみんなで

考えてみようではないかということにな

ると思います。 

 わかっちゃいるけどやめられない、こ

れは、私は人間の心理的な弱さかなと思

います。ただ、わかっちゃいるけどやめ

られないのには、樋口さんのご講演にあ

ったように、生理学的にアルコールが危

険であるという正確な知識を持たないた

めに、「わかっちゃいるけど」と言いな

がら実はわかっていない方と、それから、

本当はわかっているのだけれども、体が

アルコールを求めてしまう方、の二通り

があろうかと思います。ですので、今回

はその後者の問題を中心に、これから５

人のパネリストの方々それぞれのお立場

から、この飲酒運転根絶のための提案を

いろいろしていただこうと思います。 

 ですから、切り口としては、今までの

飲酒運転撲滅・根絶運動とは若干違った

切り口になろうかと思いますけれども、

どうぞフロアの皆さん方とご一緒に考え

てみたいと思います。 

 不慣れな司会者ですので、脱線したり

時間が不規則になったりするかもしれま
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せんが、どうぞご協力をよろしくお願い

したいと思います。 

 私は、正しい知識を皆さんに持ってい

ただこうということで、樋口さんの医学

の立場とは違う交通心理学という立場で、

本当にアルコールを飲んだら脳が麻痺し

て一体どうなっていくのか、車の運転に

必要ないろいろなプロセスが一体どうな

っていくのか、そんな実験をこの３年間

ほど続けてやっております。そこからわ

かりましたことは、お手元の42ページに

まとめた図のように個人差はある。アル

コールが強いと思っていらっしゃる方も

あるけれども、様々な道具を使いながら

実験してみますと、全く影響を受けない

という個人差ではなくて、影響を受ける

プロセスの違いなんですね。こんなデー

タを今のところ集めつつあります。こう

いうことは、きちんとまとめまして別の

機会にお話をしたいと思っています。 

 こうやって確実な医学的あるいは心理

学的な知識を持ちながら、アルコールが

車の運転に与える影響ということを、み

んなで正確な知識として共有していこう

と思っております。話が前後いたしまし

た。申し訳ありません。 

 それでは、まず、パネリストの方々か

ら、大変短い時間ですけれども、このパ

ネルディスカッションに向けてのご提案、

お話をまず伺っていこうと思います。順

番は、座っていただいている順番で、ま

ずは、先ほど基調講演をいただきました

樋口さんの方から、もう一度、常習飲酒

運転者に関する問題を医療的に、あるい

は教育的にどのように展開すればいいか。

先ほどのお話の続きになるかもしれませ

んが、もう少しお話をいただこうと思い

ます。 

 では、樋口さん、どうぞよろしくお願

いします。 

樋口 金光先生、どうもありがとうござ

います。 

 先ほどは本当にありがとうございまし

た。私の今からのお話は、先ほどの話の

続きです。先ほどは、常習飲酒運転者の

方に教育とか治療が必要だと申し上げま

したが、話がそこで終わってしまいまし

た。では、具体的にはどうしたらいいの

だろうか、ということを簡単にお話し申

し上げたいと思います。 

 まず、飲酒運転を根絶するためには、

道路交通法とか、さまざまな関連法案が

既にもうかなり厳しくなっていますから、

その適正な執行はとても大事だと思いま

す。それに、私が先ほど申し上げました

とおり、一般の方々に、正しい知識の啓

発をしていくことが大事だろうと思いま

す。 

1

一般人一般人 教育・啓発教育・啓発

常習飲酒運転者常習飲酒運転者 教育・治療教育・治療

飲酒運転を根絶するには飲酒運転を根絶するには

 

常習飲酒運転者の方々については、啓

発だけではなくて、やはり個人をターゲ

ットにした教育とか治療、これは、飲酒

運転そのものに対して焦点を当てられた

ものもそうですけれども、依存そのもの

に対しての治療・教育も必要だろうと思

います。 

 この場合に、方法は２つあります。す 
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2

介入・治療方法介入・治療方法

方法方法11
ある一定の違反歴のある常習飲酒運転者すある一定の違反歴のある常習飲酒運転者す
べてに減酒・断酒治療を行うべてに減酒・断酒治療を行う

（治療の効率が悪い）（治療の効率が悪い）

方法方法22
依存のレベルで、多量飲酒と依存症に分け依存のレベルで、多量飲酒と依存症に分け
て、それぞれに合った治療を行うて、それぞれに合った治療を行う
（効率的だが実施困難かもしれない）（効率的だが実施困難かもしれない）

みません、皆さんの手元に行っているハ

ンドアウトと少し順序が違っていますけ

れども、中身は全く一緒ですので、どう

ぞお許しください。 

 介入・治療方法には２つの方法があり

ます。まず方法１として、ある一定の違

反歴のある常習飲酒運転者をすべて対象

にして、減酒あるいは断酒治療を行おう

ということです。これは非常にわかりや

すいですけれども、どうも効率はあまり

良くないだろうと思います。 

 それから、方法２ですけれども、これ

は、依存のレベルに合った治療・教育を

行っていく方法で、非常に効率的です。

後で私が申し上げますとおり、依存のレ

ベルよって、治療とか教育の方法が大分

違います。しかし、残念ながら実施上の

困難を伴う可能性があります。実際のと

ころ、依存のレベルを決めるのは、簡単

ではないからです。 

 まず、方法１の方ですけれども、１つ

の例として、米国のオハイオ州の例を示

します。飲酒運転１回目、90日間の免停

と罰金、３日間の講習。飲酒運転２回目

は、罰金が上がって、免停の期間が延び

て、専門治療施設で治療する。一網打尽

に治療するということですね。20年間に

６回以上の飲酒運転があった場合には５

年～10年の刑務所での服役ということに

なります。これは非常にわかりやすい。

しかし、本当にこれが効果的なのかどう

かについては、なかなか一概には言えな

いだろうと思います。 

 さて、方法２の方、すなわち依存レベ

ルに合った教育をしていこうということ

ですが、そもそも依存のレベルってどう

なっているのかという問題があります。

4

アルコール依存症アルコール依存症

高リスク飲酒者高リスク飲酒者
・プレアルコホリック・プレアルコホリック
・危険な飲酒者・危険な飲酒者

低リスク飲酒者低リスク飲酒者

アルコール関連問題と依存症アルコール関連問題と依存症

酒酒
量量

面積＝人口面積＝人口

これは、私が描いた非常に雑な絵ですが、

この黄色い三角の部分が人口と考えて、

お酒を飲む量が下から上に上がっていけ

ば上がっていくに従って増えると考えて

ください。 

 人口から考えますと、お酒の量が一番

少ない、これを低リスク飲酒者と呼びま

すと、この方々が一番多いわけです。お

酒をうまくお飲みになって楽しんでいら

っしゃって、大いに結構だと思います。 

 しかし、飲む量が増えていくと何らか

の問題が出てくる。肝機能が悪いとか、

飲酒運転をしてしまうとか、あるいは暴

3

米国オハイオ州の例米国オハイオ州の例

飲酒運転１回目飲酒運転１回目
9090日間の免許停止日間の免許停止++罰金罰金
33日間の講習日間の講習

飲酒運転２回目飲酒運転２回目
免停期間、罰金が上がる免停期間、罰金が上がる
専門治療施設で治療専門治療施設で治療

2020年間に年間に66回以上の飲酒運転回以上の飲酒運転
55--1010年の刑務所服役年の刑務所服役



 

 - 41 -

力事件を起こすとか、いろいろなことが

あっても、まだ依存症までは行っていな

い人が次の段階です。こういう人を高リ

スク飲酒者と呼びましょう。そして、更

に飲酒量が増え、この頂点にアルコール

依存症という人たちがいるということで

すね。方法２は、このアルコール依存症

と高リスク飲酒者を別々に分けて教育・

治療したらいいのではないかということ

です。 

 一般的には、この高リスク飲酒者に対

しては、目標は、お酒を完全に止めるの

ではなく飲酒量を下げることです。方法

として、簡易介入が世界的に施行されて

います。 

5

治療方針・方法治療方針・方法

高リスク飲酒者高リスク飲酒者 アルコール依存症者アルコール依存症者

目標目標: : 飲酒量低減飲酒量低減
方法方法: : 簡易介入簡易介入

目標目標: : 生涯完全断酒生涯完全断酒
方法方法: : 専門治療専門治療

飲酒運転低減飲酒運転低減

既存データのメタ解析によると、教育介入で飲酒運転を約既存データのメタ解析によると、教育介入で飲酒運転を約10%10%減らせるという減らせるという
WellsWells--Parker et al, Addiction, 1995.Parker et al, Addiction, 1995.

 

これは、後でお話し申し上げますけれ

ども、一種のカウンセリングです。依存

症の人に対しては、これは、もう生涯、

お酒を止めていただくしかない。方法は、

専門治療によるきちんとした治療である

ということですね。この教育・治療の結

果として、飲酒運転の低減ということが

あるだろうということです。 

 1995年にウェルス・パーカーという非

常に有名な学者が、この教育介入をする

ことによって、今までのデータを全部合

算すると、飲酒運転を約10％減らせたと

いう報告をしています。10％というのは

大きいか、小さいかということですけれ

ども、これはかなり大きいと見るべきで

す。つまり、厳罰化で飲酒運転が底まで

落ちたところで、それを更に下げていく

という意味ですから、かなり大きな効果

だと思います。 

 さて、この簡易介入とは一体どんなこ

とをするのかということですが、先ほど

も述べましたが、通常、カウンセリング

です。 

6

簡易介入簡易介入
(brief intervention) (brief intervention) 

短時間の個別カウンセリング（短時間の個別カウンセリング（55～～3030分）分）

通常、通常、11～数回のフォローアップカウンセリングを行なう～数回のフォローアップカウンセリングを行なう

カウンセリングの方法も検討されているカウンセリングの方法も検討されている

対象は対象は高リスク飲酒者高リスク飲酒者

治療の目標は、断酒ではなく減酒のことが多い治療の目標は、断酒ではなく減酒のことが多い

簡易介入簡易介入 は、は、免許センター、保健所など免許センター、保健所などででもも実施できる実施できる

簡易介入簡易介入は、は、保健師、訓練を受けた教官等保健師、訓練を受けた教官等も実施できるも実施できる

 

１回から数回のフォローアップのカウ

ンセリングも行います。対象は高リスク

飲酒者で、目標は、お酒をやめるのでは

なくて減らすこと。訓練さえすれば、免

許センターとか保健所なんかでもできる

というものです。 

7

アルコール依存症の治療アルコール依存症の治療

専門治療施設での治療専門治療施設での治療
飲酒運転に特化した治療の必要性飲酒運転に特化した治療の必要性

 それから、アルコール依存症になって

しまったのであれば、きちんと依存症の

治療をしなければいけないし、特に、飲

酒運転に特化した治療の必要性があるだ

ろうということです。このあたりについ

ては、この後の岡村先生の方からもう少
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し詳しくお話ししていただけるのではな

いかと思いますので、私はこの辺で次の

演者にバトンタッチしたいと思います。

ありがとうございました。 

金光 ありがとうございました。 

 高リスクの方とアルコール依存症の方

を区別して、ピンポイントな対応が必要

であるというご提言だったかと思われま

す。 

 それでは、続きまして、東山良子さん

にお願いしたいと思いますが、東山さん

は、ひろしま家族機能相談所の代表でい

らっしゃると同時に、アルコールソーシ

ャルワーカー協会の理事でもあり、精神

保健福祉士ということでもご活躍中であ

ります。今の樋口さんのご提案も関係し

てくるかと思いますが、アルコール依存

症者の問題を、家族機能とか、あるいは

地域の資源から取り組んでいらっしゃる

ということでお話を頂戴したいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

東山 ありがとうございます。 

 ひろしま家族機能相談所の東山と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今日、私が与えられた時間に、先ほど

から樋口先生のお話を聴いていても、常

習飲酒者をどうするのか、常習飲酒者の

中の飲酒運転という問題に集中していこ

うということですけれども、常習飲酒者

というと、本当にアルコール依存症とい

う病気だと思うのですね。私が家族機能

相談所という仕事場を始めましたのは、

長く行政の中で仕事をしておりまして、

精神保健福祉士として仕事をしている期

間に、たくさんの家族の方と出会ったこ

とがきっかけです。 

 アルコール問題で悩んでいらっしゃる

方というのは本当にたくさんあって、悩

んでいらっしゃる方は、本当はご本人も

悩んでいらっしゃるのですけれども、一

番は家族が悩んでいらっしゃるのですね。

家族がとても苦しんでいらっしゃる。ど

うしたらいいのかといったって、自分の

ことではないのでどうすることもできな

い。でも、本当に被害は毎日毎日、何年

も家族がこうむっていく。その中で子ど

もを育てなければいけない、あるいは家

計を支えなければいけない。そういう状

態で、ご本人はただ飲んで、どんどんと

体を悪くし、職を失いというひどい状態

になっていくという相談を、ずっと仕事

として受けていたのですね。 

 その中で、これは１対１のお話をお伺

いしているよりは、グループでお話を伺

う方がいいのではないかと思って、家族

教室というものを始めました。そのとき

は、精神保健福祉センターという職場を

得ていましたので、その中でそういう活

動が可能でした。家族の方に集まってい

ただいて、悩みや苦しみや、どういう方

法があるかとか、子どもたちがどういう

ふうにしたらいいかとか、そういうお話

をたくさん聴くことができて、私は本当

に、その場で私自身が学んだことがたく

さんあります。 

 ご本人に対しては、本当に大変だなと

思いますけれども、ご本人は飲むという、

酔うというところに逃げてしまうと、も

う何も訳がわからなくなってしまう。た

だ、逃げたいだけみたいな状態になって

いくので、酔った状態の被害を家族が受

けていくということなので、どうぞご本

人は自助グループ、広島には、断酒会が

ありますね。本当に古くから活動してい
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らっしゃいます。幸いにも大きな社会資

源として断酒会というものがあり、そし

てＡＡというグループもあります。それ

ぞれ向き、不向きがありますけれども、

ご本人はそちらにどうぞ繋がってほしい。

医療の力を借りながら、治療しながら、

体の方を治しながら断酒を続けていく。 

 依存症というのは本当に厄介な病気で、

飲んではいけない、飲んだら死ぬよと言

われていても飲みたい、飲まずにいられ

ないというとてもとてもむごい病気なの

で、その飲みたい欲求を、仲間に会える

という、自分の居場所がある、迎えてく

れる場所があるという場所で、自分の話

をし、お酒を手放して生きていくことが

できるのだろうかということを話す場所

があるというのが自助グループなのです

ね。そういう所にご本人はどうぞ繋がっ

て、繋がるまでに、家族がどうぞ同行し

て、一緒に通って、そこに行けば、自分

の状態がわかり、仲間の状態で安心をし、

慰められ、自分はもうだめなのではない

かという不安から少しずつ解放されてい

って、自分も生きていく希望があるなと

思えるようになる場所なんだと思うので

すが、そこにどう繋げるかということが、

家族の一番大きな悩みではあるんです。 

 けれども、家族の悩みはそこではなか

なか解消しない。家族会もありますし、

家族の仲間の中の話はもちろんあるので

すけれども、私は、精神保健福祉センタ

ーという場所で、専門的なドクターの力

も借り、そしてカウンセリングという機

能も使いながら、家族教室ということが

有効なのではないかということで教室を

始めました。それのずっと延長線の中で、

県の仕事をリタイアしましてから、この

相談所というものを始めました。そこで、

本当に私自身がたくさん学んだことがあ

ります。 

 家族の悩みは、もう一つ大きな問題と

して、子どもの悩みなのですね。子ども

というのは、次世代を作っていく、そし

て、成育していく中で、飲酒文化の中で

大きくなっていった子どもたちが、感情

の表現の仕方とか、問題から逃げるとか、

いろいろな生き方を日々、日々、24時間、

365日、何年も学習していく文化の中で大

きくなっていくということに、私はとて

も危機感を持ちました。そして、子ども

に目を向けたいなということ。そうする

と、まずお母さんたちのお話を聴き、子

どもさんたちを教室にというわけにはい

きませんので、お母さんに、どうぞ子ど

もさんたちに目を向けて、子どもさんの

声が聴けるようになりましょう。いっぱ

いいっぱいの中で子どもの問題に目を向

けるということは、余裕がないとなかな

かできないことではありますけれども、

自分をまず見失わないで、家族の中の子

どもたちに目が向けていけるようになり

たいなという思いで教室を今でも続けて

おります。 

 依存症は、依存症という病名がついて

いることは病気なのですね。病気は必ず

治療がある。そして、治療すれば、すっ

かり治ってしまう病気ではないというの

が、この病気の苦しいところで、生涯、

依存症体質というものは抜けないのです

ね。なので、断酒をするということでし

か健康な生活を取り戻すことはできない

という厄介な病気ではあるのですけれど

も、お酒が、日本でも世界中でもそうで

すけれども、お酒に支えられた文化の中


